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教育改革に反対する教員組合運動の一考察
―ボリビア農村部教員組合初期指導者のライフヒストリー分析を通じて―

岡　村　美由規
（広島大学教育開発国際協力研究センター）

１．はじめに：背景・課題意識・方法

　1990 年代のラテンアメリカ地域では量

的拡大とともに質的向上を目指した教育改

革が多くの国で導入された。この教育改革

は教師にとって大きな変化を求めるもので

あった。具体的には従前の職務（生徒・児

童の学習指導）の範囲を超え教育政策の決

定に参加せしめ、学校全体の総合的・抜本

的変革を担わせ、かつ生徒・児童の学力を

向上せしめる役割を課した。

　この変化に対する教師の反応は総じて反

発であり、それは教員組合の対決姿勢に代

表される。国によって濃淡があるものの対

決姿勢の多くは教員組合によるデモ行進や

ストライキという形をとり、休校も伴った。

戒厳令が敷かれ武力をもって解決を図られ

た国もある。

　ここでの焦点は、なぜ教員組合は教育改

革に対しこれほど激しい反発をみせるのか、

教育改革を受け入れ実行に移さないのかと

いう点である。この点が重要なのは教育政

策は実施されて初めて結果がでるものであ

り、その主たる実施者は教員だからである。

そのため近年の教育改革はその成功の鍵と

して教員を政策の実施者かつ変革すべき対

象者として認識しており、結果多くの教育

改革は教員に関する制度改革を含むもの

となっている（OREALC/UNESCO 2005; 久富

2008）。ごく当然のことではあるが、教師に

よる新たな実践なくして教育政策の成否は

判断できない。教員組合はそのような個々

の教師による意思表明をまとめ、それぞれ

の組織がもつ思想に準じた方向に教員およ

び教育政策を導く有力な組織として存在し

ている。

　ラテンアメリカ地域での教員組合と教

育省や政府といった教育政策決定者の間

の対決の論点は次のようにまとめられる

（Palamidessi 2003, p.15-19）。第一に組合

構成員（教師）の経済面（労働条件、協約、

年金等）、第二に組合運動の政治面（教育政

策における意思決定への参加）、第三に組合

がもつ政治的イデオロギー面（分権化・教

育の私事化、国際機関の教育政策への干渉）

の 3 点である。この 3 点は相互に絡み合い

容易に分かち難く、例えば第 1 点目が充足

されたから他の 2 点は妥協できる、という

ような性質のものではない。これは教育政

策決定者との交渉・解決を難しくする一因

に思われる。さらに組合の外部者にとって

は組合がなぜそのような行動をとるか理解

しがたい点も迅速な解決を阻んでいる。一

言でいえば政策決定者と教員組合との間に

は信頼関係が存在していないといえる。

　教員組合がなぜそのような行動をとるの

かという素朴だが根源的な問いに答えを探

すことには、教員組合を多角的視点から理

解する努力が求められる。この努力はこれ

まで対決に終始しがちであった政策決定者

と教員組合との関係性を新たな局面へと打

開するような可能性を広げるのではないか

と考えられる。これまでラテンアメリカ

地域の教育改革における教員組合運動は主

にその政治経済学的な分析（cf. Grindle 

2004）から運動の方向性を合理的に説明す
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る試みが重ねられてきたが、外部者には不

可解であったり非合理的に見える行動につ

いては考察から取り残されている。

　近年の国際協力の文脈において教育改革

には異なるアクターの参加と協調が重要で

あると謳われているにも関わらずその具体

的方策が曖昧なのは、その参加と協調を阻

む要因が何かについて明らかにされていな

いからではないか。

　上記の問題意識から、本研究では教員組

合の初期の運動に深く関わった人物をとり

あげライフストーリー分析を試みる。この

人物はボリビアの教員組合 2 団体のうち、

農村部教員組合（1948 年創立）１の初期か

ら中期にわたっての指導者であり、長年教

育政策策定に関与し、今日も教育関係者か

ら尊敬を集めている。この作業によって教

員組合運動は社会環境に影響され、そこに

生きる個人の思想と行動によって形づくら

れることが示されるとともに、ボリビアの

政策決定者と教員組合との関係性が原則的

にイデオロギーの相違による緊張と衝突に

収斂され、その解決策として教育政策への

組合の参加または干渉があることが観察さ

れよう。

　同人には 2008 年 3 月 22 日に 2 時間半に

わたり生涯を語ってもらった。また補完的

に農村部教員組合の歴史について、現在そ

こに勤務する事務員がまとめた農村部教員

組合運動発展史 2部作を参照した（Trujillo 

2004; 2008）。同事務員は父親がボリビアの

労働組合の頂上団体である「ボリビア労働

者総連（COB）」に勤務し、幼少の頃から組

合活動家の生活ぶりを観察する人物である。

大学で政治学を専攻し、労働組合運動の真

髄が見られるセクターが教育だとして農村

部教員組合に就職した（なお同人は教師資

格は持っていない）。同発展史は、著者の思

想や観点からとりまとめられたものではあ

るものの、依拠資料の主たるものが同組合

の請願書や内部記録であり外部者には入手

が難しい点から資料的価値が高いと判断し、

適宜使用した。

　以下、本論ではこの人物の闘争家として

の生涯について、本人の語りを中心に再構

成する。最後にその語りから示唆される今

日の農村部教員組合の行動と思想について

若干の考察を述べる。

２．幼少期：両親の薫陶、農村部小学校

　キロガは、父親はスペイン人、母親はケ

チュア人の間にボリビア南部にあるタリハ

で 1928 年に生まれた。タリハは熱帯気候で

ワイン醸造が有名である。父親は農民で両

親とも敬虔なカトリック教徒だった。キロ

ガの価値観、倫理観や考え方は農民である

両親の教え、農村での生活、そしてカトリッ

クへの信仰心から形成された。とくに父親

からはどのような人間になるべきか、人と

してどうあるべきか、信仰心、誠実さなど

を学んだという。

　9 歳のときに農村部小学校に入学した。

ボリビアでは伝統的に都市部と農村部に教

育行政が分かれている。その分け方は当時

の行政区に合わせ、都市部行政区にあれば

都市部小学校、農村部行政区にあれば農村

部小学校となり、カリキュラムや教員免状

もそれぞれ異なる。11 歳の時（1939 年）タ

リハで初めてのヌクレオが設立され、キロ

ガもそちらに転校した。ヌクレオ（学校群、

núcleo escolar）とは中核校と周辺校から構

成される農村部の学校の集まりを指し、当

時の先住民運動（インディへニスモ）の一

部で農村部での教育実践の一つである２。ヌ

クレオでの教育はそれまでの農村部小学校

のものとは異なったという。農村部小学校

では算数とスペイン語のみを年中教えてい

るだけであったが、ヌクレオの小学校に通っ

たことで師範学校を受験するだけの学力を

つけることができた。
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３．教師になるまで：師範学校と差別、

　　職業倫理

　1945 年（17 歳）にタリハの農村部師範

学校に入学する。当時農村部小学校の卒業

生が入学を許されたのは農村部師範学校で

あったためである。試験は、スクレ（憲法

上の首都）にある農村部師範学校に進学し

ようとする都市部の卒業生とともに受験し

た。農村部師範学校での経験はキロガの「闘

争心」を形成し、その後の人生を形成する

重要な時期であった。

　キロガが入学したのは「農村部」の師範

学校であったにも関わらず、その殆どは都

市部やその近郊の町の出身であり、農村出

身はごくわずかであった。彼らが持つ「都

市の人間である」という自意識は、キロガ

を精神面において拒否した。言葉ではなく

態度によって「農民は都市の人間より劣っ

ている」とキロガに知らしめたという。こ

こからキロガの「闘争」が始まった。自分

も人間であり同じ権利を持っていること、

自分自身が成長するために勉強することな

どを級友に説得しようとした。しかし級友

の一部はかえって態度を硬化させ、キロガ

に対しさらに攻撃的になった。毎日級友と

口論し喧嘩をするなかで、人間の中には社

会的憎悪というものが埋め込まれていると

感じたという。キロガは相互尊重の精神と

忍耐、そして理不尽なことに屈しないタリ

ハの農民性が師範学校での日々を支えたと

考えている。

　この師範学校での経験はキロガの思想つ

まり「闘争」に関する考え方に大きく影響

した。喧嘩のたび発した「私が農民である

ことで拒否するならすればいい、私は君ら

よりずっと偉くなってやる。なぜなら私は

インディオ（先住民）だからだ」という言

葉は、当時の（そして現在まで続く）都市

部と農村部の格差、職業と人種差別が密接

に絡み合う事実を反映している。キロガの

出身地であるタリハでは、農民のほとんど

はキロガのようにスペイン等白人系と先住

民系の混血（メスティーソ）であり純粋な

インデイオ（先住民）とはいえない。しか

しキロガがあえて発した「私はインディオ

である」というアイデンティティの表明に

よって、農民が置かれている低い社会的地

位そしてそれより低く悲惨ともいえる農村

部インディオの生活状況への義憤、自分の

出自の認識、社会における格差への感情が

より鮮明となり、キロガ自身がそれに気付

くに到った。

　この時からキロガの「闘争」は始まった。

勉学にいっそう励むようになった。

　当時は後に革命政権となる民族革命運動

党（MNR）が結成され（1942 年）、保守派と

左派との対立が徐々に激しさを増す時代で

ある。大統領が短期間で交代し政情は大変

不安定であった。例えば第一回ボリビア・

インディヘニスタ（先住民復権論者）会議

の開催を許可したビジャロエル大統領は、

MNR 党員が閣僚だったにも関わらず後に MNR

と絶縁し、そのため左派ではなく保守派と

みなされ群集の手によって殴殺された（1946

年）。この事件はまだ学生であったキロガに

大きな衝撃を与え、これを契機にキロガは

自ら「革命家」と名乗り始めた。キロガは

当時勢力を伸ばしていた MNR を良心の左派

政党と考え憬れてもいたが、MNR の党員と

なることはなく、また特定政党の思想によっ

て自らの思想が形成されたとも考えていな

い。しかし MNR の活動に手を染めていたこ

とはたしかである。革命家と名乗ることで

師範学校からは通学禁止が言い渡された。

師範学校の保守派教師の一部によって教育

実習への参加も妨害された。当時の成績は

どの教科も最高点をとっていたが、「農民出

身」という理由で師範学校の卒業も危うく

なった。しかし最終的には、師範学校を卒

業することができた。

　この卒業事件はキロガ個人にとって孤独
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な闘争の始まりであった。当時の大多数の

農民には自らの置かれた状況を変革しよう

と進んで動くほど生活に余裕がなく、その

ため農民から助力を得られないキロガは仲

間なく一人で闘争せざるを得なかった。こ

れは 60 年前のキロガ個人の闘争であり、現

在も続く教員組合の闘争とは別のものであ

る。

　師範学校時代に得たものは、革命家とし

ての闘争への明確な意思とその意味、そし

て農村部教師としての使命感であった。当

時「農村部学校は革命のための細胞である」

と言われていた。キロガは農村部学校を革

命の「細胞」にするには、相当の自己犠牲

を要すると考えた。ここでの自己犠牲とは

個人の利得（例えば金や利権）を求めない

というものである。このようにキロガにとっ

ての教職倫理は、教室で子ども達に愛情を

もって教えることというよりはむしろ農民

を鼓舞し貧しい者を立ち上がらせることで

あった。師範学校では教授法などの技術面

では得るものがなかったが、職業人として

の使命感、革命への決心を得た。

４．教師生活と亡命：教師としての

　　実践と組合員としての使命

（１）ボリビア革命と 1955 年教育改革（1952

年～ 1966 年）

　農村部学校が「革命の細胞」として多少

なりとも機能したのは 1952 年のボリビア革

命である。農村部教師も革命運動を支持し

農民をまとめるのに尽力した。キロガは農

村における革命の遂行こそが農村部教師の

仕事であると考え、革命後の農地改革の実

現に村々を奔走し、普通選挙の導入におい

ては農民にその内容や手続きを説明するな

どして尽力した。そして農民を組合運動に

組織化することに注力した。

　革命後キロガは当時勤務していた村の初

代村長に選ばれることとなる。師範学校を

卒業し教師であったため農民の多くが信頼

を寄せていたためである。同時に村の農業

組合の初代組合長にも選ばれた。だがそれ

は危険を伴う仕事であった。当時キロガが

いた村には中産階級が多く、一部の村民は

革命に対し拒否反応をみせ、暗殺などが横

行した。苦労しながら組織した農業組合で

あったが、それはまだキロガの描く理想に

ほど遠く、目前の問題に対処するのが精一

杯であった。組合にとっての重要事項は資

源配分のあり方であったが、必ずしも全組

合員（村民）が恩恵に浴するわけではない。

紆余曲折を経ながらも農村では組合が組織

されていき、キロガたち農村の教師は自ら

を革命の遂行のために存在すると考え実行

に移していった３。

　ボリビア革命から 3年後の 1955 年に教育

法典（Código de la Educación）が発行され、

教育改革が始まった。この教育改革ではと

くに都市部教員の地位が向上したが、これ

は彼らが教育法典の作成に携わったためで

あり、逆に農村部教員が法典の作成に携わ

ることができなかったのは当時のその地位

が低かったためである。法典の作成に携わっ

た他の組織としては COB がある。教育法典

の作成に、COB が携わったことからも分か

るように、多くの農民４が住む農村部の状況

に合致した教育を与えることとともに、政

治的方向性を与えることも意図された。こ

こでの政治的方向性とは、反帝国主義・反

封建主義であり、これは今日においても教

育政策の論点の一つとなっている。

　キロガを含め農村部教師は教育法典を支

持し、農村部の教育を守護するものとして

認識した。しかしほどなくして米国の干渉

が始まった。米国はボリビアの社会革命の

成功によって他のラテンアメリカ諸国に同

様の動きがもたらされる危険性を認識し、

ボリビア革命のそれ以上の進展を阻止しよ

うと行動に出た。まず経済面をおさえるべ

く鉱山の国有化を制限し５、革命政府に対し
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様々な圧力をかけた（それは今日も変らな

いとキロガは考えている）。農地改革は順調

に進んだとはいえず、東部（サンタクルス県、

タリハ県など）ではとくに難航し、農地改

革のために必要となる資金や技術支援を農

民が手にすることはなかった。普通選挙の

導入はたしかに政党の強化や誕生に寄与し

たが、同時に保守派勢力も盛り返すことに

なり、それが革命政権を脅かすこととなっ

た。キロガたち農村部教師は革命の成就た

めに引き続き闘争し続けることになる。革

命政権の要職にいた人物の幾人かは暗殺さ

れた。またキロガの同僚だった農民リーダー

は革命政府与党の高官の命令によって処刑

されるなど、革命政権と革命運動は内部か

ら瓦解していき、徐々に革命政府（MNR）に

対する信頼も失せていった。 

　このような状況下で保守派は勢力を伸ば

しますます国全体を手中に収めるように

なった６。教育分野では、革命政府は当時

の米国がもっていた二国間協力手法の一

つである米州教育協力サービス（Servicio 
Cooperativo Interamericano de Educación: 
SIDE）を受け入れ、当時の教育省は実質的

に米国の強い影響を受けることとなった。

また同時期に革命・左派の思想傾向をもつ

教師のブラックリストが作られ、キロガも

そこに含まれ昇給がなくなるなど妨害を受

けるようになった。SIDE は左派傾向のある

教師間の連帯を崩壊させる意図のもとに行

われたが、実際にリストに載った教師にとっ

て生活上も精神的にも過酷なものであった

という。SIDE 受け入れは教育法典の実質的

骨抜きの意図の元に実施されたとキロガは

考えている。

　キロガは 1959 年からタリハ県の農村部

教師のリーダーとして、保守化する革命政

府を含む反革命勢力に対し教師の地位回復

運動を開始した。キロガはその村の教師向

け通信の執筆を開始した。地位回復運動を

展開するなかで教員組合の 3 つの原則が決

まっていった。それは「連帯」「独立」「民

主主義」である。教員組合にとって絶対に

回避すべき第一の事項は、組合の分裂であ

る（「連帯」）。第二の原則は組織として政府

やほかのパトロンに依存してはならないこ

とである（「独立」）。第三の原則は民主主義

であり、全組合員が平等かつ同等の重みを

もってあらゆる決定に参加する権利をもつ

ということである。キロガは左派の教師で

あったが、彼が組合運動の中で重要な位置

を占めたときには、たとえ保守派の教師で

あっても同僚であるかぎり同等に扱うよう

努めた。この 3 つの原則を組合内で厳格に

守り続け、それによって農村部教員組合は

内部連帯が強い組織になったとキロガは考

えている７。

（２）軍事政権期：亡命と組織強化（1964

年～ 1982 年）

　1964 年に軍事クーデターがおこり軍事政

権となると、1955 年の教育法典を有名無実

化する教育改革案が軍事政権より出され、

それに対する教員組合の反対運動は激しく

なる。キロガの場合、軍政期に 2 度亡命を

経験した。第 1 回目はバンセル将軍が軍事

クーデターで大統領に就任した 1971 年のア

ルゼンチンへの亡命である８。バンセル大

統領誕生以降、教員組合をはじめ労働組合

運動全般は軍事政権より抑圧、侵害を受け

るようになる。

　タリハの農村部教員組合ではキロガを含

め執行部の 3 名が暗殺対象者となった。キ

ロガの場合はそれを知った甥が知らせてく

れたという。闘争の継続には自分の生命を

確保することが第一と考え亡命を決意した。

キロガの妻（当時農村部小学校教師）も暗

殺の対象となったため二人で国境まで徒歩

で逃げ、アルゼンチンに入国した。息子達

がアルゼンチンに亡命したのはその一年後

である。アルゼンチンでは裁縫工場や自動

車修理工として働いた。帰国したのは 7 年
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後の 1978 年である。

　帰国した 1978 年に農村部教員組合の本部

執行部メンバーの一人に選ばれ、全国の農

村教師を率いるリーダーとなった９。これに

よりそれまでタリハ県で守ってきた３つの

原則を農村部教員組合全体の原則とし、キ

ロガはこの３つの原則に沿って組合運営を

行った１０。

　キロガが農村部教員組合を率いた当時最

も大切にしたのは戦闘員の連帯感を保つこ

とである。そのため組織の「独立性」を保

つ努力をした。とはいえキロガ自身は当時

勢力を伸ばし後に政権についた民主人民連

合（UDP）の党員になったことがある。自身

の弁によれば、それは個人の出世や利得の

ためではなく、党員にならないことで保守

派であるという嫌疑がかけられ生命が脅か

されるのを防ぐためであった。あくまでも

闘争を続けるための便宜であったといえる。

　しかし所属する農村部教員組合はとくに

UDP 派ではなく組織としては政府や政党と

独立した関係にあることを申し立てに行か

なければならなかった。農村部教員組合は

自らの党則にしたがって行動するものであ

り政府や与党の思惑に左右されてはいけな

いものだからである。もし政府が組合の利

益を保護しなければ組合も政府の政策を支

持しないように、政府とは指示命令関係に

ない。あくまでも自分達の利益保護・伸張

のために存在するのが組合である。この原

則のもと組合運営に尽力したため組合員か

ら執行部は尊敬され、また組織の独立性を

保つことを可能としたとキロガは考えてい

る。

　帰国翌年の 1979 年にキロガは COB の組

合員にも選ばれた。役職は COB と農村部教

員組合との間の調整担当である。当時の労

働組合は世論から大変高い支持を得ており、

労働組合のリーダーも人格者が多かったと

いう。汚職は当時もあったが、しかし組織

的なものはなかったと言う。労働組合では

一般に 3 年に一度執行部役員の選挙を行う

全国大会を開催し、そのほか支部大会・臨

時全国大会が開催されるが、その度に役員

の汚職やその他の過失について報告がなさ

れ、時に汚職当事者は組織から追放された。

組織維持のためリーダーには清潔かつ誠実

で、固い信念をもち、組織を強く大きく発

展させることを目指す人物が求められた。

組合のリーダーと一般組合員である教員と

の関係は、その大前提としてリーダーは組

合員の真のモデルであるという共通認識が

ある。真のモデルたりうるリーダーのみが

大勢の教員から支持を受け助力を得ること

ができる。しかしリーダーがその行動によっ

て人間性が腐敗したとみなされたときには、

組合員の模範ではなくなり、それはすぐに

一般組合員にも広く認識されることとなり、

士気喪失ひいては組織の弱体化を導く。だ

からこそ偉大なリーダーが存在しなくなっ

た際には組織も弱体化するものである。も

ちろんリーダーには偉大とはいえないまで

も良いリーダーも存在し、互いに協力して

偉大なリーダーの穴埋めをするのであるが、

やはり偉大なリーダー不在が今日の組合の

弱体化につながっているとキロガは考えて

いる。組織のあり方としてリーダーが組織

の方向性を決め、組合員を導くのが適切で

あると考える。

　教員組合は運動体としての第一義的な目

的を組合員の生活（賃上げ、保険など福利

厚生サービス）の向上におき、さらにそれ

らを通じて教育関係者の社会的地位の向上

を求めることにおいている。しかし現場の

教師にとっての目的は他にもあり、教師が

本来もつ役割を果たすことを忘れてはなら

ない。その信念に基づき、キロガは組合の

リーダーの任にあるかぎり組合運動をその

方向性に導いた。キロガは組合員に対して

教員組合のもっとも重要な役割は増給のみ

ならず教育を向上させることであり、教師

のみが教育改善にむかって戦うことができ
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る、と常に鼓舞したという。

　活発に組合運動を展開するなかで、1980

年に再度の亡命を強いられることになる。2

回目の亡命先はメキシコであった。ガルシ

ア・メサ将軍の軍事クーデターの翌日、キ

ロガの妻がタリハ県で勤務していた小学校

が軍により占拠された。キロガは当時組合

執行部にいたため首都在住である。この占

拠を受けたことでキロガはガルシア･メサ新

政権は自身と家族にとり危険であると判断

し、メキシコ大使館に亡命を依頼すること

を決心した。まずキロガとその妻および末

娘が亡命し、後日息子達はキロガの友人達

の手でメキシコに向け出国した。キロガは

メキシコで先住民教育局に勤務する幸運に

恵まれた。

　1970 年代後半からボリビア経済は債務危

機に陥いり、軍事政体は弱体化、結果 1982

年に普通選挙が実施され民主化が達成され

る。民主化後初の大統領に選出されたシー

レス・スアソ（UDP）は大統領就任前にキ

ロガに面談を申し込む。キロガのメキシコ

における先住民に対する教育経験を買って

のことであった。キロガは面談に際し他の

組合執行部役員の同席を求めた。これはキ

ロガ一人で面談に臨めば、周囲の関係者か

らキロガが面談の際に個人的依頼をするの

ではないかと誤解されることを恐れてのこ

とである。そこでラパス農村部組合支部と

カナビリ在住の農民リーダーが同席するこ

とになった。面談では、シーレス・スアソ

氏が大統領に就任した暁には『ボリビアの

農村部教育の再編成にかかる計画』をもっ

て大統領宮殿に参上する旨を話したという
１１。これはメキシコでの経験から、教育の

向上には教員組合が協力すべきであるとい

う考えに到ったためである。

　メキシコでは先住民教育局に勤務できた

ことからも分かるように、メキシコ政府は

亡命者に対し手厚い保護を与えた。ボリビ

アが民政移管を実施した後には全亡命者に

たいし帰国費用を支給した。キロガに対し

てはメキシコに引き続き滞在するように依

頼があった。メキシコでの勤務状況を高く

評価されてのことだが、しかしキロガは帰

国し 1986 年まで農村部教員組合の執行部の

要職にあった。

５．新しいボリビアの教育を目指して：

民主化（80 年代）、新自由主義政

策（90 年代）、先住民出身大統領

の誕生（2006 年～）

　キロガは 3 期 9 年にわたり農村部教員組

合のリーダーとして組織を率いたが、1986

年に開催された全国大会１２の際に周囲の

反対を押し切り自ら引退を申し出た。キロ

ガはある特定の人物が長期にわたり組織の

リーダーでいることは組織的弱体化につな

がる可能性があることを懸念した。そのた

め COB との調整担当についても翌 1987 年に

引退した。

　キロガが執行部役員を引退するまでに

1982 年の民主化、1983 年の政権交代１３、

1985 年の新自由主義政策の導入など、ボリ

ビアの政治・経済体制は大きな転換期を迎

えていた。

　1985 年の新自由主義政策の導入は 1994

年の教育改革の理論的枠組みを形作るもの

であった。またそれまで不文律化されてい

た公的場面での民族間差別を取り払い、多

民族国家としてのボリビアの誕生を可能に

した。それは 1993 年の憲法改正に表れ、史

上初めてボリビアを「多民族・多文化国家」

と位置づけた１４。

　このような社会の変化は農村部教育の再

構築を望むキロガにとって闘争の果実を得

る好機であり、組合運動を通じ、また政府

や国際機関との協調を通じて、以後の教育

政策に積極的に関わっていくことになる。

　1982 年末にシーレス大統領に農村部教育

の再編について意見具申したほか、1985 年
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から 1988 年にかけてユニセフによる農村

部プロジェクトに参加した。これは 1994

年の教育改革の柱の一つとなる異文化間

二 言 語 教 育（Intercultural Bilingual 

Education）のさきがけとなったものである。

教育省は 1985 年より継続的に教育改革案を

発表し、それへの反応として、国内の諸団

体も教育改革に対しその運動を活発化させ

る。主なところでは 1988 年に COB が第 1 回

教育大会を開催、1989 年はキリスト教会が

第 1 回教育大会を開催した。1991 年に COB

は第 2 回教育大会を開催した。これらの流

れを受けて 1992 年に政府主催で開催された

のが全国教育大会である。その大会には教

員組合、COB、経済関係者、軍関係者、キ

リスト教会、NGO、大学関係者等が参加し、

市民社会全体が参加した初の全国大会とし

てボリビア教育史に位置づけられることと

なった。この全国教育大会での討議の結果

1993 年に教育審議会が設立され、そこで教

育省や都市部・農村部両教員組合、キリス

ト教会等の代表者によって教育改革案が作

成された。

　キロガはいずれの大会にも参加し、重要

な役割を演じている。例えば COB による改

革案『大衆教育提案書』はキロガの手によ

るものである（Quiroga 1988）。また 2006

年 3 ～ 6 月の新教育改革法の策定チームで

ある「新教育法策定委員会」に農村部教員

組合代表に選ばれたのもキロガの 70 年代か

らの経験と知見を買われてのことだった。

　1988 年の第 1 回 COB 教育大会から 1993

年の教育審議会までの結果は政府による教

育改革タスクチームによってまとめられ、

政府や国会での審議を経て 1994 年 7 月に

教育改革法として公布、ここに教育改革が

開始されることになった。しかしこの教育

改革をめぐり教育省と教員組合は激しく対

立することになる。対立の論点は教師の社

会的・経済的地位をめぐる問題のほかに、

1955 年の教育法典の踏襲のあり方、教育政

策への参加の概念をめぐってである（岡村 

2008）。

　教育改革法における参加とは、新自由主

義政策で新たに導入された地方分権化政策

と先住民の政治参加を保障する「大衆参加

法」の教育版である。学校ごとに地域共同

体と保護者で作る父母会を設置し、教員の

勤務状況などを監督する役割をもつ。教員

の罷免権ももつ。

　キロガが考える教育改革法の欠点の一つ

は、この参加のあり方である。キロガは大

衆参加に親と教師と児童の三者が入るべき

と考えていたが、教育改革法では教師は除

外された。このため父母会や学校そのもの

が親と教員との対決の現場となってしまっ

たと考えている。キロガにとっての参加は

各人の提案と意見の交換を意味する。

　1994 年の教育改革によって教育制度やカ

リキュラム、教師の勤務状況など、大きく

改善・変革された点は少なくない。しかし

教員組合の反発はやまず、教育改革は道半

ばにして廃止に追い込まれる結果を迎えた。

2005 年の大統領選挙時には両教員組合は教

育改革の廃止を訴えた先住民候補者の陣営

に与し、その候補者は当選した。それが現

大統領のエボ･モラーレス・アイマである。

公約どおり 2006 年 2 月に教育改革が廃止さ

れた。しかし 2009 年 6 月現在も新たな教育

法の内容をめぐって、政府・教育省と教員

組合の対立の構図は維持されたままである。

　とはいえ、その対立の構図は大幅に変化

した。大統領が先住民出身（史上初）で親

先住民政策を積極的にとっていることもあ

り、これまでにないほど農村部教員組合と

政策決定者との距離が縮まっている。反対

に都市部教員組合はそれなりに距離をおい

ているものの、新政権による教育原理「脱

植民地主義」は都市部教員組合のテーゼで

ある「教育を通じて社会主義を達成する」

目標１５に近づいているようにもみえ、1990

年代のような激しい対立とはならず、スト
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ライキやデモ行進は殆ど行なわれなくなっ

た。2006 年上半期には教育省直属の「新教

育法策定委員会」が設立され、そのメンバー

に都市部・農村部両教員組合、キリスト教会、

COB、軍・警察関係者、大学関係者などが選

ばれた。キロガは農村部教員組合代表とし

て参加した。そこで作成された新教育法案

は 2009 年 6 月現在上院にて審議中である。

６．若干の考察：結語にかえて

　労働組合運動はその起源において組合員

の社会的、経済的地位の向上を求めるもの

であるが、それは国によってまたその時々

の政治社会状況によって性格を変えるもの

である。　　

　ボリビアの場合、労働組合が合法となっ

た契機が 1952 年のボリビア革命であり、当

時の革命政権の支持基盤として誕生した歴

史的経緯がある。例えば労働組合の頂上団

体である COB は 1942 年の鉱山労働者の政府

による虐殺（カタビ鉱山の虐殺）をきっか

けに組織化がなされ、のちに武装鉱山労働

者となって 1952 年のボリビア革命を援護

し、革命後は労働組合として合法化された。

以来革命政府の支持基盤として、また労働

者の利害を国政に反映させる装置として機

能し、今日なお政府へ一定の影響力を保持

している。この歴史的経緯の把握は、今日

の教育省・政府と教員組合との関係とその

構造的変化の理解を助ける。

　農村部教員組合は、キロガの述懐にも触

れられていたが、1940 年代に当時の農民や

農村出身者および先住民への経済的・政治

的・精神的差別の克服と社会的地位の向上

を目指して教師と農民とが組織化したのが

契機である。都市部の組織化はすでに 1900

年代初頭に行われていたことを考えれば、

やはり都市と農村との格差の存在を感じず

にはいられない。1948 年に組織として設立

し、全国に拡大していったのはボリビア革

命後の 1952 年から 1953 年にかけてである

一方、都市部教員組合からその存在を認め

られたのは、1954 年開催の第 6 回全国教員

大会まで待たねばならなかった（Trujillo 

2004, p.76-89）。依然都市部と農村部とで

給与も含めた労働条件に格差があった時期

である。つまり農村部教員は農村部に勤務

するという事実によって制度的にも精神的

にも都市部教員からも劣等的存在として扱

われた。農村部教員の出自は多くの場合農

村部であったため、必然的に教師かつ農民

として二重の経済的・社会的地位の向上を

求めて時の政権と関係を持つことになる。

　上述したようにボリビアは 1952 年のボリ

ビア革命以来コーポラティズム体制の性格

を強く持っているが、それが伝統的に教育

部門に強く現れたのはむしろ都市部教員組

合であり、農村部教員組合はそれほど政権

や教育省と距離を縮めてはこなかったよう

である。親先住民政策を推進する現大統領

エボ・モラレス政権によって、ようやく教

育政策に強い影響力を与えられる位置を得

ることになった。それは 2006 年 8 月に教育

省が主催した「第 2 回全国教育大会」にお

いて、都市部教員組合とキリスト教会代表

者は大会 2 日目にして残りの日程を放棄し

て退席した一方、農村部教員組合代表が大

会議長に就任し、「新教育法案」が承認され

たことに象徴的に表れていよう。

　ここで考察すべきは、「参加」の意味であ

る。ボリビアにおいてとくに政策面におけ

る教員の参加は、1952 年以降教員組合が教

育省に一定以上の影響力をもってきたこと

に鑑みれば（岡村 2008）、教員の「参加」

は制度的にも実質的意味においても確保さ

れてきたといえよう。しかしこれは「干渉」

とはどこで線引きされるのだろうか。ボリ

ビアの教員組合の特徴は組織としての独立

性の意味が曖昧な点にあると考えられる。

とくに都市部教員組合は教育省に人材を送

り続け少なからぬ影響力を行使してきた。
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農村部教員組合は、ボリビアにおける都市

と地方の格差という社会的背景をもとにそ

れが阻まれてきたとはいえ、今日において

は国の親先住民政策を背景にその影響力を

拡張しつつあると見ることができる。

　キロガに「参加」の意味を問うたところ

「異なる意見を表明できそれらを調整する機

会の保障であり必ずしも政策を左右する影

響力を持つことではない」との回答を得た。

それは近年先住民運動がますます激しくな

り、地方では武力でもって有力者の家を占

拠したり財産を没収したりする事件の頻発

を念頭においている。参加の履き違えをキ

ロガは心配する。

　キロガは現在も知識人として、また軍事

政権を生き延びた農村部教員組合のリー

ダーの一人として教育関係者から尊敬を集

めている。しかし彼自身は、すでに自分が

過去の人間であり、自分の思想やリーダー

としてのあり方を理解する人間は現代にお

いてほとんど存在しないと考えている。農

村部教員組合の弱体化を心配しながらもそ

れを時代の流れだとして受け止める。それ

は「独立」を原理の一つに掲げながら、教

育省との距離が縮まっている現状を憂えて

いるのだろうか。しかしボリビアのような

コーポラティズム体制が根強く残る国にお

いては、政府とのパイプが太く距離が強い

ことは自らの勢力の拡大を意味する。そし

て農村部教員組合にとっては、都市部教員

より劣等であると伝統的に捉えられ、さら

に自らもそれを認めている現実を打破する

好機でもある。その矛盾がキロガを混乱さ

せるのだろうか。

　組織としての独立性の保持、政策への参

加のあり方、政策・教育行政への影響力の

行使の 3つのバランスをどのようにとるか、

その点がボリビア教員組合が今後専門家教

師集団として発展するか、またはこれまで

の組織としての性格を変えることなく今後

も引き続き労働者集団として発展していく

のか、その岐路であるように思われる。今

後その点を考察することで、教育発展に実

質的に寄与するような、政策決定者と教員

組合との関係構築の方途の模索に寄与する

と思われる。
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注

１ もう一つは、都市部教員組合（1910 年創立）

である。

２ アイマラ系先住民の共同体の一つにある比較

的大きな学校を「中核校（escuela central）」

とし、周囲の各共同体に小規模の「周辺校

（escuela seccional）」を設置した。中核校は

全学年及び必要な教材教具を備え、周辺校にラ

ジオを通じ運営管理の助言をした。

３ ボリビアは、1952 年に社会革命を行った。こ

れを契機に農業改革、普通選挙導入、教育改革、

鉱山国有化等が実施された。また労働組合が組

織され、革命政権の強力な支持基盤になった

だけでなく、あらゆる部門での政策策定に組合

が深く関与する、コーポラティズム体制となっ

ていった。教育部門のコーポラティズムについ

ては岡村（2008）を参照。なおボリビア革命は

社会革命であり社会主義革命とは異なるため、

引き続き資本主義体制である。

４ ボリビア革命以前は、先住民をインディオ

（indio）、農業に携わるものを農民（campesino）

と呼んでいたが、革命後はインディオが実質的

に蔑称となっていたため、先住民を一斉に農

民（campesino）と呼ぶこととなった。したがっ

て、ここでいう農民とはすなわち先住民のこと
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であり、教育法典によって先住民に対する教育

制度の整備の契機となったことを述べている。

５ 鉱山国有化等によって歳出が増えたことによ

り革命政権の経済運営はほどなくして停滞に

陥り、米国から多額の融資を受けることとな

る。これも 1964 年に軍事クーデターを引き起

こす一因である。

６ 革命政権は国民の生活水準の引き上げと経済

開発を並行して推進しようとしたものの、経済

的に行き詰まり政策の穏健化を図らなければ

ならなかった。鉱山国有化によってその生産は

大幅に低下し、農地改革によって農民の多くが

土地を得ることができたが農業生産は停滞か

ら脱することはできなかった。結果革命政権は

国際収支の悪化と天文学的なインフレを招き、

外資導入の奨励、労働者の諸権利の制限など政

策決定における保守化を迫られることとなっ

た。キロガのこの発言は当時米国の経済支援が

不可欠となった状況を指している。

７ キロガ自身は現在の農村部教員組合が以前と

比べ弱体化したと考えている。また都市部教員

組合も同様の現象が観察されている。都市部教

員組合の場合、中央本部とラパス市支部との間

で思想的溝が大きくなり、結果として世論の支

持も失いつつある。中央本部とラパス支部との

思想的溝については、2009 年 3 月の都市部教

員組合執行部へのインタビュー、都市部教員組

合ラパス支部に対する世論の現状分析につい

ては Orozco (2003) 。

８ バンセル将軍は軍事政権のなかでもとくに人

権侵害が激しかった。のち 1998 年に再度大統

領に就任したが 2002 年に病死し、残りの任期

一年弱は、副大統領のホルヘ・キロガが勤めた。

９ キロガが農村部教員組合の執行部役員であっ

たのは 1978 年から 1986 年まで 9 年間、3 期

にわたる。歴代の役員名簿は Trujillo 2004, 

p.343-353。

10 この 3 つの原則のうち「独立」と「民主主義」

は 1954 年開催の全国大会ですでに提唱されて

いた（Trujillo 2004, p.93）。

11 キロガが政府要人との面談について話すとき、

必ず個人的な依頼のために行ったのではない

ことを強調する。その真偽はさておき、それが

大勢の組合員の上に立つリーダーとしての資

質であると考えているかもしれないし、また、

それだけ言動に注意しなければ失脚のみなら

ず生命にも危険が及ぶ可能性があるというボ

リビア社会の一面を反映しているのかもしれ

ない。

12 教員労働組合は、農村部、都市部の双方とも 3

年に一度全国大会を開催し執行部の選挙を実

施する。キロガの場合は 3 回選挙に当選し、4

回目の全国大会で出馬を辞退した。

13 軍事政権時代の債務が経済危機となって顕在

化したのが民主化以後である。1982 年に民主

的に選出されたシーレス大統領は、経済危機に

対し有効な手が打てずそのために世論の支持

を失い、1983 年に再度大統領選挙が行われた。

そこで選出されたのが、パス・エステンソロ

MNR である。パス・エステンソロは 1952 年の

ボリビア革命を率いた人物であり、3 回目の大

統領就任であった。

14 2009 年 5 月には国名を旧来の「ボリビア共和

国」から「ボリビア多民族国 Plural States 

of Bolivia」と替えた。

15 2008 年 3 月都市部教員組合執行部役員へのイ

ンタビュー。
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